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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下階壁パネルの上面に、屋内側表面に上階の床梁が取り付けられる胴差パネルが設置さ
れるとともに、この胴差パネルの上面に上階壁パネルが立設されており、
　これら下階壁パネル、胴差パネルおよび上階壁パネルは、それぞれ四角形状に形成され
た板材と、この板材の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材を四角枠状に
組み立てた枠体とを有しており、
　前記下階壁パネルおよび胴差パネルの上下に隣り合う横框材同士と、前記胴差パネルお
よび上階壁パネルの上下に隣り合う横框材同士とは、これら上下に隣り合う横框材同士を
連結する連結手段によって、それぞれ連結されていることを特徴とする壁パネルの連結構
造。
【請求項２】
　請求項１に記載の壁パネルの連結構造において、
　前記下階壁パネル、胴差パネルおよび上階壁パネルを構成する各板材の一面側に取り付
けられた枠体の横框材の厚さ寸法は、前記縦框材よりも薄く形成されるとともに、前記各
板材の一面側を覆うための外装材が、前記縦框材間にそれぞれ架設されていることを特徴
とする壁パネルの連結構造。
【請求項３】
　請求項２に記載の壁パネルの連結構造において、
　前記縦框材の表面に、予め防水材が貼設されており、この防水材を介して前記外装材の
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側端部が固定されていることを特徴とする壁パネルの連結構造。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の壁パネルの連結構造において、
　前記下階壁パネル、胴差パネルおよび上階壁パネルを構成する各板材の両面側に取り付
けられた枠体のうち、少なくとも一方の枠体の内部には断熱材が設けられており、
　前記各板材の一面側の枠体の内部に設けられる断熱材の厚さ寸法は、前記各板材の一面
側に取り付けられた枠体の横框材と略同様の厚さ寸法となっていることを特徴とする壁パ
ネルの連結構造。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか一項に記載の壁パネルの連結構造において、
　前記下階壁パネルおよび上階壁パネルを構成する各板材の両面側に取り付けられた枠体
の内部には、それぞれ前記縦框材と平行する縦棧材が、対向する横框材間に配置されると
ともに、前記横框材と平行する横棧材が、前記縦棧材と直交するようにして、対向する縦
框材間に配置されており、
　前記各板材の一面側に取り付けられた枠体の縦棧材の厚さ寸法は、前記各板材の一面側
に取り付けられた枠体の縦框材と略同様の厚さ寸法となっており、前記各板材の一面側に
取り付けられた枠体の横棧材の厚さ寸法は、前記各板材の一面側に取り付けられた枠体の
横框材と略同様の厚さ寸法となっていることを特徴とする壁パネルの連結構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の建物の構築に用いられる壁パネルの連結構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、住宅等の建物の構築についてはその工業化が進み、例えば壁や床、屋根といった
構成要素を予め工場にてパネル化しておき、施工現場でこれらのパネルを組み立てること
により住宅を構築するパネル工法が一部に採用されている。
　このパネル工法に用いられる壁パネルは、縦芯材と横芯材とが矩形枠状に組み立てられ
るとともに、この矩形枠の内部に補強芯材が縦横に組まれて枠体とされ、さらに、この枠
体内にグラスウール等の断熱材が充填された状態で枠体の表裏両面に合板等の面材が貼着
されたものである。
【０００３】
　また、上下階の壁パネル同士を連結する場合、例えば、上階壁パネルは、下階壁パネル
の上面に配置された上階床パネルの端部およびこの床パネルの端面に当接する胴差のそれ
ぞれの上面にわたって配置され、これら上階床パネルの端部および胴差に形成された上下
方向に貫通する貫通孔に貫通させた連結ボルトにより、上階床パネルの端部および胴差を
挟むようにして下階壁パネルに連結される（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平０６－１７３３６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述のようにして上下階の壁パネル同士を連結する際は、連結ボルトを締め
付けし易くするために、上階壁パネルに貼着された面材の下端部近傍や下階壁パネルに貼
着された面材の上端部近傍に、作業者の手や道具をパネル内部に挿入できる開口部を形成
する場合がある。
　ところが、面材に対して開口部を形成した際は、連結ボルト締め付け後、パネル自体の
強度を維持するために開口部を塞いだり、開口部付近を補強したり等の手間がかかる場合
があるため、このような手間を省略したい要望があった。しかしながら、手間を省略する
ために、従来のような開口部を形成せずに連結ボルトの締め付けを行おうとしても、締め
付けしにくく、上階壁パネルと下階壁パネルとを強固に連結できない場合がある。
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【０００５】
　本発明の課題は、従来に比して、上階壁パネルと下階壁パネルとを容易かつ強固に連結
することが可能な壁パネルの連結構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１に示すように、下階壁パネル１０の上面に、屋内
側表面に上階の床梁２４が取り付けられる胴差パネル２０が設置されるとともに、この胴
差パネル２０の上面に上階壁パネル３０が立設されており、
　これら下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０は、それぞれ四角形
状に形成された板材１１，２１，３１と、この板材１１，２１，３１の両面の少なくとも
周縁部に取り付けられ、縦横の框材１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂ、２２ａ，２２ｂ，
２３ａ，２３ｂ、３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂを四角枠状に組み立てた枠体１２，１
３、２２，２３、３２，３３とを有しており、
　前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１３ｂ，２３ｂ同
士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２３ｂ，３３
ｂ同士とは、これら上下に隣り合う横框材１３ｂ，２３ｂ、２３ｂ，３３ｂ同士を連結す
る連結手段によって、それぞれ連結されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁
パネル３０は、それぞれ四角形状に形成された板材１１，２１，３１と、この板材１１，
２１，３１の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材１２ａ，１２ｂ，１３
ａ，１３ｂ、２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ、３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂを四角
枠状に組み立てた枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３とを有しており、前記下階壁
パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１３ｂ，２３ｂ同士と、前記胴
差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２３ｂ，３３ｂ同士とは、
これら上下に隣り合う横框材１３ｂ，２３ｂ、２３ｂ，３３ｂ同士を連結する連結手段に
よって、それぞれ連結されているので、前記連結手段によって連結される各横框材１３ｂ
，２３ｂ，３３ｂは外部に露出した状態となる。したがって、これら上下に隣り合う横框
材１３ｂ，２３ｂ、２３ｂ，３３ｂ同士を連結するに際し、従来のように作業者の手や道
具をパネル内部に挿入するための開口部を形成したり、パネル自体の強度を維持するため
の補強作業等を行う必要がなく、その上、前記連結手段による前記下階壁パネル１０およ
び胴差パネル２０同士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０同士の連結作業も
しやすい。これによって、前記胴差パネル２０を介した状態で、従来に比して、前記上階
壁パネル３０と下階壁パネル１０とを容易かつ強固に連結することが可能となる。
【０００８】
　しかも、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０が、それぞれ
四角形状に形成された板材１１，２１，３１と、この板材１１，２１，３１の両面の少な
くとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂ、２２ａ，２
２ｂ，２３ａ，２３ｂ、３２ａ，３２ｂ，３３ａ，３３ｂを四角枠状に組み立てた枠体１
２，１３、２２，２３、３２，３３とを有しているので、前記枠体１２，１３、２２，２
３、３２，３３によって板材１１，２１，３１を両面側から挟み込むことができ、地震等
による板材１１，２１，３１の変形を抑制することができる。すなわち、前記板材１１，
２１，３１に対して、剪断方向や捻れ方向などに大きな変形力が加わった場合、この板材
１１，２１，３１は様々な方向に向かって変形しようとする。例えば板材１１，２１，３
１が、側面視くの字に変形しようとすれば、板材１１，２１，３１両面の前記一方の縦框
材１２ａ，２２ａ，３２ａおよび他方の縦框材１３ａ，２３ａ，３３ａによって変形を抑
制し、板材１１，２１，３１が、平面視くの字に変形しようとすれば、板材１１，２１，
３１両面の前記一方の横框材１２ｂ，２２ｂ，３２ｂおよび他方の横框材１３ｂ，２３ｂ
，３３ｂとによって変形を抑制することができる。また、例えば板材１１，２１，３１が
、捻れるように変形しようとすれば、板材１１，２１，３１両面の前記枠体１２，１３、
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２２，２３、３２，３３全体で変形を抑制することができる。したがって、前記板材１１
，２１，３１が、いずれの方向に変形しても前記枠体１２，１３、２２，２３、３２，３
３によって変形を抑制することができるので、前記板材１１，２１，３１や、この板材１
１，２１，３１と両枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３との取付部分に影響が出に
くく、下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０自体の強度を向上させ
ることが可能となる。
　また、前記板材１１，２１，３１の両面に枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３が
取り付けられてなるので、従来に比して、使用する板材の量を２枚から１枚に減らすこと
ができ、コストを削減することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１～図３に示すように、請求項１に記載の壁パネル
の連結構造において、
　前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０を構成する各板材１１
，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の横框材１２ｂ，２２ｂ，
３２ｂの厚さ寸法は、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａよりも薄く形成されるとともに
、前記各板材１１，２１，３１の一面側を覆うための外装材４４が、前記縦框材１２ａ，
２２ａ，３２ａ間にそれぞれ架設されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁
パネル３０を構成する各板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２
，３２の横框材１２ｂ，２２ｂ，３２ｂの厚さ寸法は、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２
ａよりも薄く形成されるとともに、前記各板材１１，２１，３１の一面側を覆うための外
装材４４が、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａ間にそれぞれ架設されているので、前記
各板材１１，２１，３１の一面側の表面と外装材４４の裏面との間に、前記縦框材１２ａ
，２２ａ，３２ａの長さ方向に沿う隙間を形成することができる。そして、前記下階壁パ
ネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１２ｂ，２２ｂ同士と、前記胴差
パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２２ｂ，３２ｂ同士も、その
厚さ寸法が縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａよりも薄く形成されているので、前記隙間は、
前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下方向に沿って連通
することになる。
　すなわち、複数階を有する住宅等の建物を構築した際に、上下階にわたって前記各板材
１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の内部と外部とを連通
する通気層として利用することが可能となるので、この通気層内を常に外部からの空気が
通過することになり、例えば隣接する外装材４４の側端部間から雨水が浸入したとしても
、通気層内を通過する空気によって雨水に濡れた部分を確実に乾燥させることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、例えば図２に示すように、請求項２に記載の壁パネルの連結
構造において、
　前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａの表面に、予め防水材４４ａが貼設されており、こ
の防水材４４ａを介して前記外装材４４の側端部が固定されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明によれば、例えば隣接する外装材４４の側端部間から雨水が浸入
しようとした際に、この雨水の浸入を前記防水材４４ａによって確実に防ぐことができる
ので、防水性を向上させることができる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、例えば図２に示すように、請求項２または３に記載の壁パネ
ルの連結構造において、
　前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０を構成する各板材１１
，２１，３１の両面側に取り付けられた枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３のうち
、少なくとも一方の枠体１２，２２，３２（１３，２３，３３）の内部には断熱材４６（
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４７）が設けられており、
　前記各板材１１，２１，３１の一面側の枠体１２，２２，３２の内部に設けられる断熱
材４６の厚さ寸法は、前記各板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，
２２，３２の横框材１２ａ，２２ａ，３２ａと略同様の厚さ寸法となっていることを特徴
とする。
【００１４】
　請求項４に記載の発明によれば、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁
パネル３０を構成する各板材１１，２１，３１の両面側に取り付けられた枠体１２，１３
、２２，２３、３２，３３のうち、少なくとも一方の枠体１２，２２，３２（１３，２３
，３３）の内部には断熱材４６（４７）が設けられており、前記各板材１１，２１，３１
の一面側の枠体１２，２２，３２の内部に設けられる断熱材４６の厚さ寸法は、前記各板
材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の横框材１２ｂ，２
２ｂ，３２ｂと略同様の厚さ寸法となっているので、前記各板材１１，２１，３１の一面
側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の内部の通気層によって、枠体１２，２２，３
２の内部の乾燥状態を維持しながら、前記断熱材４６によって断熱効果を得ることができ
る。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、例えば図２に示すように、請求項２から４のいずれか一項に
記載の壁パネルの連結構造において、
　前記下階壁パネル１０および上階壁パネル３０を構成する各板材１１，３１の両面側に
取り付けられた枠体１２，１３、３２，３３の内部には、それぞれ前記縦框材１２ａ，１
３ａ、３２ａ，３３ａと平行する縦棧材１２ｃ，１３ｃ、３２ｃ，３３ｃが、対向する横
框材１２ｂ，１３ｂ、３２ｂ，３３ｂ間に配置されるとともに、前記横框材１２ｂ，１３
ｂ、３２ｂ，３３ｂと平行する横棧材１２ｄ，１３ｄ、３２ｄ，３３ｄが、前記縦棧材１
２ｃ，１３ｃ、３２ｃ，３３ｃと直交するようにして、対向する縦框材１２ａ，１３ａ、
３２ａ，３３ａ間に配置されており、
　前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の縦棧材１２ｃ，３２
ｃの厚さ寸法は、前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の縦框
材１２ａ，３２ａと略同様の厚さ寸法となっており、前記各板材１１，３１の一面側に取
り付けられた枠体１２，３２の横棧材１２ｄ，３２ｄの厚さ寸法は、前記各板材１１，３
１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の横框材１２ｂ，３２ｂと略同様の厚さ寸法
となっていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に記載の発明によれば、前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体
１２，３２の縦棧材１２ｃ，３２ｃの厚さ寸法は、前記各板材１１，３１の一面側に取り
付けられた枠体１２，３２の縦框材１２ａ，３２ａと略同様の厚さ寸法となっており、前
記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の横棧材１２ｄ，３２ｄの
厚さ寸法は、前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の横框材１
２ｂ，３２ｂと略同様の厚さ寸法となっているので、前記各板材１１，３１の一面側の表
面と外装材４４の裏面との間に形成された通気層を確保しつつ、前記縦棧材１２ｃ，１３
ｃ、３２ｃ，３３ｃおよび横棧材１２ｄ，１３ｄ、３２ｄ，３３ｄによって前記各枠体１
２，１３、３２，３３の補強を行うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、下階壁パネルおよび胴差パネルの上下に隣り合う横框材同士と、胴差
パネルおよび上階壁パネルの上下に隣り合う横框材同士を連結するに際し、従来のように
作業者の手や道具をパネル内部に挿入するための開口部を形成したり、パネル自体の強度
を維持するための補強作業等を行う必要がなく、その上、連結手段による下階壁パネルお
よび胴差パネル同士と、胴差パネルおよび上階壁パネル同士の連結作業もしやすい。これ
によって、胴差パネルを介した状態で、従来に比して、上階壁パネルと下階壁パネルとを
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容易かつ強固に連結することが可能となる。
【００１８】
　しかも、下階壁パネル、胴差パネルおよび上階壁パネルの板材の両面の周縁部に取り付
けられた枠体によって板材を両面側から挟み込むことができ、板材が、いずれの方向に変
形しても枠体によって変形を抑制することができるので、板材や、この板材と両枠体との
取付部分に影響が出にくく、パネル自体の強度を向上させることが可能となる。
　また、板材の両面に枠体が取り付けられてなるので、従来に比して、使用する板材の量
を２枚から１枚に減らすことができ、コストを削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２０】
　本実施の形態の壁パネルの連結構造は、図１に示すように、下階壁パネル１０の上面に
、屋内側表面に上階の床梁２４が取り付けられる胴差パネル２０が設置されるとともに、
この胴差パネル２０の上面に上階壁パネル３０が立設されており、これら下階壁パネル１
０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０は、それぞれ四角形状に形成された板材１１
，２１，３１と、この板材１１，２１，３１の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、
縦横の框材１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂ、２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ、３２ａ
，３２ｂ，３３ａ，３３ｂを四角枠状に組み立てた枠体１２，１３、２２，２３、３２，
３３とを有しており、前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框
材１３ｂ，２３ｂ同士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う
横框材２３ｂ，３３ｂ同士とは、これら上下に隣り合う横框材１３ｂ，２３ｂ、２３ｂ，
３３ｂ同士を連結する連結手段によって、それぞれ連結されている。
【００２１】
　なお、前記連結手段は、前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う
横框材１３ｂ，２３ｂ同士に形成された上下方向に貫通する第１貫通孔４０と、前記胴差
パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２３ｂ，３３ｂ同士に形成さ
れた上下方向に貫通する第２貫通孔４２と、これら第１および第２貫通孔４２にそれぞれ
挿通される第１および第２連結ボルト４１，４３とからなる。
　すなわち、前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１３ｂ
，２３ｂ同士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２
３ｂ，３３ｂ同士は、前記第１および第２連結ボルト４１，４３を締め付けることによっ
て強固に連結される。
【００２２】
　ここで、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０に用いられる
板材１１，２１，３１として、材料に合板が用いられているが、これに限るものではない
。すなわち、例えば樹種を変更したり、木片等を合成樹脂で固めたパーティクルボードを
使用してもよく、地震等に対する強度を向上させることが可能であれば、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００２３】
　前記板材１１，２１，３１の両面側に取り付けられる枠体１２，１３、２２，２３、３
２，３３は、離間して対向配置された縦框材１２ａ，１３ａ、２２ａ，２３ａ、３２ａ，
３３ａの上下端部間に、それぞれ横框材１２ｂ，１３ｂ、２２ｂ，２３ｂ、３２ｂ，３３
ｂが架設されることで、四角枠状に形成されている。
　なお、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０を構成する各板
材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の縦横の框材１２ａ
，１２ｂ、２２ａ，２２ｂ、３２ａ，３２ｂは、図１～図３に示すように、他面側に取り
付けられた枠体１３，２３，３３の縦横の框材１３ａ，１３ｂ、２３ａ，２３ｂ、３３ａ
，３３ｂよりも、その厚さ寸法が短く形成されている。
【００２４】
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　前記下階壁パネル１０は、図１に示すように、例えば構築される建物の１階部分の外壁
等に用いられており、１階部分を構成するための高さ寸法を備えている。また、この下階
壁パネル１０の幅寸法は、図２に示すように、ある程度の長さを有しているが、複数の下
階壁パネル１０を左右に隣接させて接合することによって、建物の壁を構築できるように
なっている。
　さらに、この下階壁パネル１０は、図１および図３に示すように、基礎１５から突出す
るアンカーボルト１５ａを挿通させるための孔を有するアンカーボルト挿通部１４を適宜
備えている。
【００２５】
　また、前記胴差パネル２０は、図２に示すように、左右に隣接する複数の前記下階壁パ
ネル１０の上面間にわたって設置が可能な幅寸法を備えている。
　さらに、この胴差パネル２０の屋内側表面には、図３および図４に示すように、床梁受
け金具２４ａが固定されており、この床梁受け金具２４ａによって前記床梁２４が、胴差
パネル２０の屋内側表面に取り付けられることとなる。
【００２６】
　前記上階壁パネル３０は、前記下階壁パネル１０と略同様の構成となっており、図１に
示すように、例えば構築される建物の２階部分の外壁等に用いられている。また、この上
階壁パネル３０の上端部には、屋根パネル３４を設置するための構造材３４ａおよび取付
金具３４ｂが設けられている。
【００２７】
　また、前記下階壁パネル１０および上階壁パネル３０を構成する各板材１１，３１の両
面側に取り付けられた枠体１２，１３、３２，３３の内部には、図２に示すように、それ
ぞれ前記縦框材１２ａ，１３ａ、３２ａ，３３ａと平行する縦棧材１２ｃ，１３ｃ、３２
ｃ，３３ｃが、対向する横框材１２ｂ，１３ｂ、３２ｂ，３３ｂ間に配置されるとともに
、前記横框材１２ｂ，１３ｂ、３２ｂ，３３ｂと平行する横棧材１２ｄ，１３ｄ、３２ｄ
，３３ｄが、前記縦棧材１２ｃ，１３ｃ、３２ｃ，３３ｃと直交するようにして、対向す
る縦框材１２ａ，１３ａ、３２ａ，３３ａ間に配置されている。
　つまり、前記縦棧材１２ｃ，１３ｃ、３２ｃ，３３ｃおよび横棧材１２ｄ，１３ｄ、３
２ｄ，３３ｄによって前記各枠体１２，１３、３２，３３の補強を行うことが可能となり
、前記下階壁パネル１０および上階壁パネル３０自体の強度を向上させることができる。
　なお、前記胴差パネル２０にも縦棧材２２ｃ，２３ｃが複数設けられており、この縦棧
材２２ｃ，２３ｃは、前記縦框材２２ａ，２３ａと平行し、対向する横框材２２ｂ，２３
ｂ間に配置されている。
【００２８】
　一方、図１～図３に示すように、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁
パネル３０を構成する各板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２
，３２の横框材１２ｂ，２２ｂ，３２ｂの厚さ寸法は、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２
ａよりも薄く形成されるとともに、前記各板材１１，２１，３１の一面側を覆うための外
装材４４が、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａ間にそれぞれ架設されている。
　したがって、前記各板材１１，２１，３１の一面側の表面と外装材４４の裏面との間に
、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａの長さ方向に沿う隙間を形成することができる。
【００２９】
　そして、前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１２ｂ，
２２ｂ同士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２２
ｂ，３２ｂ同士も、その厚さ寸法が縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａよりも薄く形成されて
いるので、前記隙間は、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０
の上下方向に沿って連通することになる。
【００３０】
　これによって、複数階を有する住宅等の建物を構築した際に、上下階にわたって前記各
板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３２の内部と外部とを
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連通する通気層として利用することが可能となるので、この通気層内を常に外部からの空
気が通過することになり、例えば隣接する外装材４４の側端部間から雨水が浸入したとし
ても、通気層内を通過する空気によって雨水に濡れた部分を確実に乾燥させることができ
るようになっている。
【００３１】
　また、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａの表面には、図２に示すように、予め防水材
４４ａが貼設されており、この防水材４４ａを介して前記外装材４４の側端部が固定され
ている。これによって、例えば隣接する外装材４４の側端部間から雨水が浸入しようとし
た際に、この雨水の浸入を前記防水材４４ａによって確実に防ぐことができるので、防水
性を向上させることができる。
　また、前記縦框材１２ａ，２２ａ，３２ａと平行する各縦棧材１２ｃ，２２ｃ，３２ｃ
の表面にも、前記防水材４４ａが貼設されている。
　なお、この防水材４４ａは、例えばブチルゴム等のような液体不透過性や耐候性、耐熱
性等に優れる素材からなるが、これに限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で適宜変更可能である。
【００３２】
　さらに、図２に示すように、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネ
ル３０を構成する各板材１１，２１，３１の両面側に取り付けられた枠体１２，１３、２
２，２３、３２，３３の内部には断熱材４６，４７が設けられている。つまり、このよう
に前記枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３の内部の双方に断熱材４６，４７を設置
することによって、例えば断熱材を柱や枠材の内部に埋設する充填断熱方法や、柱や枠材
の外部に断熱材を貼り付ける外張り断熱方法に比して、同性能の断熱材を用いた場合は、
その断熱性を格段に向上させることができる。
　なお、前記各板材１１，２１，３１の両面側に取り付けられた枠体１２，１３、２２，
２３、３２，３３の内部は、前記断熱材４６，４７を設けるだけでなく、例えばパイプス
ペースとして使用したり、棚を複数取り付けて収納スペースとすることも可能となってい
る。
【００３３】
　また、前記各板材１１，２１，３１の一面側の枠体１２，２２，３２の内部に設けられ
る断熱材４６の厚さ寸法は、前記各板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体
１２，２２，３２の横框材１２ｂ，２２ｂ，３２ｂと略同様の厚さ寸法となっている。こ
れによって、前記各板材１１，２１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，２２，３
２の内部の通気層によって、枠体１２，２２，３２の内部の乾燥状態を維持しながら、前
記断熱材４６によって断熱効果を得ることができるようになっている。
【００３４】
　しかも、前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の縦棧材１２
ｃ，３２ｃの厚さ寸法は、前記各板材１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３
２の縦框材１２ａ，３２ａと略同様の厚さ寸法となっており、前記各板材１１，３１の一
面側に取り付けられた枠体１２，３２の横棧材１２ｄ，３２ｄの厚さ寸法は、前記各板材
１１，３１の一面側に取り付けられた枠体１２，３２の横框材１２ｂ，３２ｂと略同様の
厚さ寸法となっている。
　これによって、前記各板材１１，３１の一面側の表面と外装材４４の裏面との間に形成
された通気層を確保しつつ、上述のように前記縦棧材１２ｃ，３２ｃおよび横棧材１２ｄ
，３２ｄによって前記各枠体１２，３２の補強を行うことができる。
【００３５】
　一方、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０の各板材１１，
２１，３１の他面側を覆うための石膏ボード４５が、前記各板材１１，２１，３１の他面
側に取り付けられた枠体１３，２３，３３の縦框材１３ａ，２３ａ，３３ａ間にそれぞれ
架設されている。また、この石膏ボード４５の表面にはクロス等が貼り付けられて、内装
が施される。
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【００３６】
　なお、図示はしないが、上述のように構成された下階壁パネル１０および上階壁パネル
３０は、予め複数枚のパネルを幅方向に隣接させて接合して、大型壁パネルとして用いる
ようにしてもよいものとする。さらには、予め、この大型壁パネルの屋外側表面に外装材
４４を取り付けておくとともに、屋内側表面に前記石膏ボード４５を取り付けておくよう
にして、輸送効率や施工効率の向上を図るようにしてもよい。
【００３７】
　また、前記下階壁パネル１０同士、胴差パネル２０同士および上階壁パネル３０同士を
、それぞれ左右に接合させる際は、互いに接合しやすい形態とすることが好ましい。すな
わち、例えば前記下階壁パネル１０を挙げて説明すると、図５に示すように、前記下階壁
パネル１０の板材１１の一面側に取り付けられた枠体１２の縦框材１２ａのうち、一方の
縦框材１２ａは、前記板材１１の周縁部よりも横方向外側に突出し、他方の縦框材１２ａ
は、前記板材１１の周縁部よりも横方向内側に引込んでいる。
　この時、前記一方の縦框材１２ａの突出寸法は、前記他方の縦框材１２ａの引込み寸法
と略等しい寸法となっており、前記一方の縦框材１２ａが突出する分だけ、他方の縦框材
１２ａが引込んだ形態となっている。これにより、壁パネル同士を隣接させて接合する際
に、突出している一方の壁パネルの一方の縦框材１２ａと、引込んでいる他方の壁パネル
の他方の縦框材１２ａとの位置を正確に合わせることができるようになっている。
【００３８】
　また、例えば前記胴差パネル２０の下方に窓枠４８が設けられる場合は、図４に示すよ
うに、胴差パネル２０と窓枠４８との間にマグサ４９を設けるようにすると好ましい。こ
の時、マグサ４９の屋外側表面には、マグサ４９の屋外側表面から外方に所定間隔離間さ
せて隙間を形成し、この隙間を前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０に形成される
通気層とが連通するようにして外装材４９ａが取り付けられている。さらに、マグサ４９
の屋内側表面には石膏ボードが取り付けられている。
【００３９】
　次に、上階壁パネル３０と下階壁パネル１０との連結方法について説明する。
　まず、図１に示すように、前記下階壁パネル１０を、この下階壁パネル１０のアンカー
ボルト挿通部１４に、基礎１５から突出するアンカーボルト１５ａを挿通させるようにし
て、基礎１５上に設置する。
【００４０】
　続いて、図１および図２に示すように、前記下階壁パネル１０の上面に胴差パネル２０
を設置して、これら下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う横框材１３
ｂ，２３ｂ同士に形成された第１貫通孔４０に、第１連結ボルト４１を挿通させて締め付
ける。
【００４１】
　続いて、図１に示すように、前記下階壁パネル１０の上面に強固に連結された胴差パネ
ル２０の上面に、上階壁パネル３０を立設させる。そして、前記胴差パネル２０および上
階壁パネル３０の上下に隣り合う横框材２３ｂ，３３ｂ同士に形成された第２貫通孔４２
に、第２連結ボルト４３を挿通させて締め付ける。
【００４２】
　このようにして、前記胴差パネル２０を介して、前記上階壁パネル３０と下階壁パネル
１０とが連結されるようになっている。
　その後、前記上階壁パネル３０の上端部には屋根パネル３４が設けられ、前記胴差パネ
ル２０の屋内側表面には床梁２４が設けられることとなる。
【００４３】
　なお、前記下階壁パネル１０および上階壁パネル３０は、それぞれ複数枚を左右に隣接
させて接合し、予め大型パネル化して施工に用いるようにしてもよいし、前記下階壁パネ
ル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０の表面には、外装材４４や石膏ボード４
５を予め取り付けておくようにしても良い。
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　この時、下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０同士の連結作業を
妨げないように、前記石膏ボード４５は、連結作業を行う部分を露出させた状態にして取
り付けておくことが好ましい。
【００４４】
　次に、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０による地震等の
変形力に対する動作について詳細に説明する。なお、本実施の形態においては、前記下階
壁パネル１０を例に挙げて説明する。
【００４５】
　ここで、本実施の形態の下階壁パネル１０は、図１～図３に示すように、四角形状に形
成された板材１１と、この板材１１の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框
材１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂを四角枠状に組み立てた枠体１２，１３とを有してい
る。また、前記板材１１の両面側に取り付けられた枠体１２，１３の内部には、前記縦框
材１２ａ，１３ａと平行する縦棧材１２ｃ，１３ｃが、対向する１２ｂ，１３ｂ間に配置
されるとともに、前記横框材１２ｂ，１３ｂと平行する横棧材１２ｄ，１３ｄが、前記縦
棧材１２ｃ，１３ｃと直交するようにして、対向する縦框材１２ａ，１３ａ間に配置され
ている。
　そして、前記板材１１に対して、剪断方向や捻れ方向などに大きな変形力が加わった場
合、この板材１１は様々な方向に向かって変形しようとする。
【００４６】
　例えば板材１１が、側面視くの字に変形しようとすれば、板材１１の両面の前記縦框材
１２ａ，１３ａによって変形を抑制する。
　すなわち、例えば前記板材１１の一面側が外側に向くように位置し、他面側が内側に向
くように位置するようにして、前記板材１１が側面視くの字に変形する場合、前記板材１
１の一面側に取り付けられた双方の縦框材１２ａも、前記板材１１の一面側と同様の方向
に変形しようとし、前記板材１１の他面側に取り付けられた双方の縦框材１３ａも、前記
板材１１の他面側と同様の方向に変形しようとする力が働く。
【００４７】
　これに対して、前記板材１１の一面側に取り付けられた縦框材１２ａには、変形に対す
る復帰力が生じて元の状態に戻ろうとし、前記板材１１の他面側に取り付けられた縦框材
１３ａにも、変形に対する復帰力が生じて元の状態に戻ろうとする。
【００４８】
　このため、前記板材１１は、この板材１１両面に取り付けられた縦框材１２ａ，１３ａ
の、変形しようとする力と、変形に対する復帰力とによって挟み込まれることとなる。
【００４９】
　つまり、前記板材１１が、側面視くの字に変形しようとしても、前記板材１１の両面に
取り付けられた双方の縦框材１２ａ，１３ａによって変形を抑制され、また前記板材１１
が、側面視逆くの字に変形しようとしても、前記板材１１の両面に取り付けられた双方の
縦框材１２ａ，１３ａによって変形を抑制されることとなる。
【００５０】
　一方、例えば、前記板材１１が、平面視くの字に変形しようとしても、上述のごとく、
前記板材１１両面の双方の横框材１２ｂ，１３ｂによって、その変形が抑制されることと
なる。
　また、例えば板材１１が、捻れるように変形しようとしても、前記板材１１両面の縦横
の框材１２ａ，１２ｂ，１３ａ，１３ｂからなる枠体１２，１３全体で変形を抑制するこ
とができるようになっている。
【００５１】
　しかも、前記板材１１の両面側の枠体１２，１３の内部には、前記縦横の棧材１２ｃ，
１２ｄ，１３ｃ，１３ｄが設けられているので、これら縦横の棧材１２ｃ，１２ｄ，１３
ｃ，１３ｄによって前記枠体１２，１３の補強を行うことができ、この補強された枠体１
２，１３によって板材１１の変形を抑制する力が強化されることとなる。
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【００５２】
　したがって、前記板材１１が、いずれの方向に変形しても前記枠体１２，１３および縦
横の棧材１２ｃ，１２ｄ，１３ｃ，１３ｄによって変形を抑制することができるので、前
記板材１１や、この板材１１と両枠体１２，１３との取付部分に影響が出にくく、地震等
に対する強度を向上させることが可能となる。
【００５３】
　なお、本実施の形態では、前記下階壁パネル１０を例に挙げて説明したが、前記胴差パ
ネル２０および上階壁パネル３０でも、地震等の変形力に対して同様の動作をし、同様の
効果を発揮することができる。
【００５４】
　本実施の形態によれば、前記下階壁パネル１０および胴差パネル２０の上下に隣り合う
横框材１３ｂ，２３ｂ同士と、前記胴差パネル２０および上階壁パネル３０の上下に隣り
合う横框材２３ｂ，３３ｂ同士を連結するに際し、従来のように作業者の手や道具をパネ
ル内部に挿入するための開口部を形成したり、パネル自体の強度を維持するための補強作
業等を行う必要がなく、その上、前記連結手段による下階壁パネル１０および胴差パネル
２０同士と、胴差パネル２０および上階壁パネル３０同士の連結作業もしやすい。これに
よって、前記胴差パネル２０を介した状態で、従来に比して、前記上階壁パネル３０と下
階壁パネル１０とを容易かつ強固に連結することが可能となる。
【００５５】
　しかも、前記下階壁パネル１０、胴差パネル２０および上階壁パネル３０の板材１１，
２１，３１の両面の周縁部に取り付けられた枠体１２，１３によって板材１１，２１，３
１を両面側から挟み込むことができ、前記板材１１，２１，３１が、いずれの方向に変形
しても枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３によって変形を抑制することができるの
で、前記板材１１，２１，３１や、この板材１１，２１，３１と両枠体１２，１３、２２
，２３、３２，３３との取付部分に影響が出にくく、パネル自体の強度を向上させること
が可能となる。
　また、前記各板材１１，２１，３１の両面に枠体１２，１３、２２，２３、３２，３３
が取り付けられてなるので、従来に比して、使用する板材の量を２枚から１枚に減らすこ
とができ、コストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施の形態に係る壁パネルの連結構造を示す側断面図である。
【図２】下階壁パネルの上面に胴差パネルを設置する際の形態を示す屋外側表面からの斜
視図である。
【図３】下階壁パネルの上面に胴差パネルを設置する際の形態を示す屋内側表面からの斜
視図である。
【図４】図１とは異なる箇所の下階壁パネル、胴差パネルおよび上階壁パネル同士の連結
構造を示す側断面図である。
【図５】左右に隣り合う壁パネル同士の接合形態の一例を示す平断面図である。
【符号の説明】
【００５７】
１０　下階壁パネル
１１　板材
１３ｂ　横框材
２０　胴差パネル
２１　板材
２３ｂ　横框材
３０　上階壁パネル
３１　板材
３３ｂ　横框材
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